
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◎契約社員Ａ ２．２ヶ月 

◎契約社員Ｂ 継続雇用期間及び従事する業務に 

基づき定めた額 

◎臨時雇用員 継続雇用期間及び調査期間内における 

稼働時間に基づき定めた額 

◎支給日 ６月２８日（木）以降準備でき次第 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年度夏季手当について、増収減益決算と営業費用の増加を懸念する会社の主張に

対し、交渉団は組合員の日々の奮闘と努力で生み出した昨年に続く好業績に報いる回

答を求め、会社と厳しい交渉を積み重ねてきました。本日夏季手当について昨年と同

月数の回答と契約社員Ｂ・臨時雇用員への加算を引き出し、妥結を行いました。 
   

各職場・各機関からの多くの激励ありがとうございました！ 

引き続きフォーラムの政策提言で掲げた政策要求「55 歳減額制

度・60 歳以降の継続雇用制度の改善」「諸手当改善のたたかい」

「安全と健康に拘った職場風土」を全 17 分会でつくりだそう！ 

第８７号 

 

 

 

 

 

 

スーパーハイウェイ 

 
 

 

発 行 責 任 者 ： 遠 山 真 一 郎 

編 集 責 任 者 :束 河  彰 
東 京 都 渋 谷 区 代 々 木 ２ ― ２ ― ６ 

Ｊ Ｒ 新 宿 ビ ル １ ３ Ｆ 

℡０３―３３７５―５０４５（ＮＴＴ） 

発行日 

２０１８． ６．１８ 

  ２０１８年度  

   夏季手当妥結！ 
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